


















【コーポレートガバナンス体制】

選任･解任 選任･解任

【適時開示体制】

①決定事実に関する事項
②発生事実に関する事項
③決算に関する事項
④その他

報告 情報開示

東京証券取引所

報告

各部門・関係会社

経営企画部、総務部、財務部

代表取締役

報告

報告 承認

経営会議
報告 （情報取扱責任者）

総務担当役員

各部門・関係会社

取締役会
監査 監査

監査役会 会計監査人

内部監査室 代表取締役

監査

経営会議
（重要案件の審議等）

常勤取締役
執行役員

コンプライアンス・リスク
管理委員会
その他委員会

（うち社外監査役3名） （うち社外取締役2名）

監査 監査
監督

株主総会

選任･解任

監査役会 取締役会
監査役3名 取締役5名 会計監査人


